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Ⅰ 本報告書の目的 
1．企業が利用しているＩＴは、監査人が実施するリスク評価に大きな影響を与え

ている。したがって、監査人には、企業が構築したビジネスプロセスとＩＴに関

する知識、及びそれに対応できる技術的な能力が求められる。また、監査人がＩ

Ｔの専門家の業務を利用する場合においても、監査人は、ＩＴの専門家としての

能力と、その業務の客観性を評価し、その業務の結果が監査証拠として十分かつ

適切であることを確かめる必要がある。このため、監査人には、ＩＴの専門家が

実施した業務の内容と指摘事項を理解するに足る能力が求められる。本報告書は、

監査基準委員会報告書第 27 号「監査計画」、同第 28 号「監査リスク」、同第 29

号「企業とその環境の理解及び重要な虚偽表示リスクの評価」、同第 30 号「評価

したリスクに対応する監査人の手続」及び同第 31 号「監査証拠」と一体で理解

する必要がある。 
 
Ⅱ リスク評価手続及び企業とその環境（内部統制を含む。）についての情報源 
１．ＩＴの概括的理解 
2.企業が利用している「ＩＴを利用した情報システム（以下、本報告書では特に断

りのない限り「情報システム」と言う）」の特質及びＩＴの利用状況により、Ｉ

Ｔが内部統制に与える影響は異なる。したがって監査人は、監査計画を立案する

に際して、下記の事項に留意し、まず企業のＩＴ利用に関する環境を理解し、重

要な虚偽表示リスクの評価の対象とするＩＴを把握することとなる。ＩＴ利用に

関する環境の理解は、実際にＩＴに依存した重要な虚偽表示リスク評価を行うか

否かに係わらず、内部統制の理解の一貫として実施しなければならない手続であ

る。 

(1) ＩＴインフラの概要 

監査人は、企業によるＩＴの利用状況を理解するために、例えば次のＩＴイン

フラの概要を理解する。（図１参照） 

・ハードウェア構成 

・基本ソフトウェア構成 

・ネットワーク構成 

(2) アプリケーション・システムの構成 

監査人は、取引の発生から財務諸表の作成に至るまでの会計処理過程のうち、

ＩＴが利用されている部分を識別するために、アプリケーション・システムの構

成を理解する。これは、企業が利用するＩＴを理解する際の基礎となるものであ

るため、監査人は、企業の業務活動の内容や流れ、ＩＴが利用されている部分と

利用されていない部分の範囲や相互の接点などに留意する。 

(3) 電子商取引の利用 

監査人は、企業がそのビジネスモデルに、どのようにＩＴを利用しているか理

解する。例えば、企業が電子商取引を行っている場合、従来の商習慣では判断し

にくい法律問題や会計処理の問題が発生する場合があることに留意する。 

(4) 情報システムに対する投資 

監査人は、企業が行っている情報システム投資を理解する。情報システムに対

する投資には、IT インフラないしアプリケーション・システムへの直接的な投

資のみならず、ＩＴ担当人員・組織構成といった人的投資も含まれており、この

両者について把握することが、企業の内部統制を理解する上で有用である。また、

企業が必要な情報システム投資を適時に行わない場合には、情報システムの陳腐

化を招く恐れがある。 
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(5) 情報システムの変更 

監査人は、企業が情報システムの変更を行っている場合には、内部統制（主に

業務処理統制）のデザインが変更されている可能性があることに留意する必要が

ある。この場合、過去に行った内部統制のデザイン等の評価をそのまま利用する

ことができないため、変更の有無及び変更の内容につき理解する。 

(6) 情報システムの安定度 

監査人は、企業の情報システムに重大な障害が発生している場合あるいは障害

が多発している場合には、内部統制がデザイン通りに機能していない可能性があ

ると考えられるため、過去における障害発生の有無及び障害の程度を理解する。 

(7) アウトソーシングの利用状況 

監査人は、企業がアウトソーシングを利用している場合には、その企業の統制

環境が委託先に必ずしも及ばない可能性があるため、アウトソーシングの利用状

況を理解する。 

(8) アライアンスの状況 

資本関係の無い企業間でアライアンスによりシステムを連携する場合には、そ

の相手企業のシステムの信頼度が、企業の事業に影響を与える可能性があるため、

企業間のシステムの連携の程度を理解する。 
 
3．企業における IT の利用度が低くかつ安定度が高く、情報システムに前年度との

間で重要な変更がない場合には、監査人は、前項に掲げるようなＩＴの利用状況

の理解を行った後、下記の手続を実施する際にその一部を省略することが可能で

ある。しかしながら、ＩＴの利用度が低い場合であっても、情報システムにおい

て、前年度監査で内部統制上重要な不備が発見されている、あるいは当年度にお

いて重要な変更が行われているような場合には、以下の手続の実施を省略する合

理的理由はない。 
 
Ⅲ 企業とその環境（内部統制を含む。）の理解 
１．情報の信頼性 
4．企業の財務諸表は、アプリケーション・システムから出力される情報によって

作成されるが、情報システムにＩＴが利用されている場合は、通常、情報は種々

の業務アプリケーション・システムで作成され、その情報が会計アプリケーショ

ン・システムに反映される。このため、監査人は、これらのアプリケーション・

システムによって作成される財務情報の信頼性を確保することに関連する内部

統制を評価する必要がある。また、経営者が財務情報以外の情報を利用しており、

それを監査上利用する場合には、監査人は財務情報以外の情報の信頼性の確保に

ついても留意する必要がある。 次の【図１】は、財務諸表、会計アプリケーシ

ョン・システム及び業務アプリケーション・システムの関係を例示したものであ

る。 情報の信頼性は、情報システムが有効に機能しているか否かに大きく依存

している。情報システムが有効に機能しているということは、企業の経営資源（人、

物、金）の状態が、その企業のビジネスプロセスにおいて、適時かつ正確に情報

として反映されていることをいう。 
 
【図１】財務諸表、会計アプリケーション・システム及び業務アプリケーション・システムの関係

（例示） 
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２．経営者の主張（アサーション）とＩＴのコントロール目標の関係 
5．情報システムの内部統制は経営者が構築するものであるが、その情報システム

を有効なものとするために経営者が設定する目標が、ＩＴのコントロール目標で

ある。監査人は、財務諸表監査において、このＩＴのコントロール目標のうち企

業の情報システムが信頼できる情報を提供しているか否かの判断指針となるも

のを、情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価のために利用する。監

査人は、財務報告目的に関する内部統制を特定の経営者の主張と関連付けて理解

し、評価する。したがって、監査人は、ＩＴのコントロール目標の達成度（ＩＴ

を利用した統制活動の有効性）に係る評価結果を、直接的あるいは間接的に経営

者の主張と関連付けて理解することになる（付録【表１】参照）。なお、経営者

の主張とその経営者の主張に関連するＩＴのコントロール目標は、企業の業種、

組織、ＩＴの状況などに対応して、監査人が自らの判断で選定する。 

 

6．監査人が情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価のために利用でき

るＩＴのコントロール目標として、例えば、次のものが挙げられる。なお、これ

らの目標には、経営者の主張と直接的に関係するものと、間接的に関係するもの

があることに留意する。 

① 準拠性：会計原則、会計基準、関連する法律及び社内規則等に合致していること 
② 網羅性：情報が漏れなくかつ重複なく記録されていること 
③ 可用性：情報が必要とされるときに利用可能であること 
④ 機密性：情報が正当な権限者以外に利用されないように保護されていること 
⑤ 正確性：情報が正確に記録され、提供されていること 
⑥ 維持継続性：必要な情報の継続使用が可能なこと 
⑦ 正当性：情報が正規の承認手続を経たものであること 
⑧ 整合性：ファイル間などで情報の内容に矛盾がないこと 
 

7．監査計画の策定において、監査人が情報システムに関する重要な虚偽表示リス

クの評価を行うためには、ＩＴのコントロール目標と経営者の主張との関係を理

解することが重要となる。例えば、監査人が販売取引に関する経営者の主張につ

いて重要な虚偽表示リスクの評価を行う場合は、販売取引が適正に総勘定元帳に

財務 
アプリケーション 
・システム 

人事・給与 
アプリケーション 
・システム 

固定資産 
アプリケーション 
・システム 

物流・在庫 
アプリケーション 
・システム 

購買 
アプリケーション 
・システム 

会計
アプリケーション 
・システム 

販売 
アプリケーション 
・システム 

財務諸表 
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記録されていることを確かめることになる。この場合、情報システムに関する重

要な虚偽表示リスクの評価としては、業務処理統制、全般統制に分け、例えば次

の事項を確かめる。 

① 業務処理統制 

・販売管理システムから会計システムへの売上データの転送処理が、漏れなく

重複なく処理されたことを確かめることができる統制活動があること（網羅

性） 

・売上取引を入力する際に、得意先や価格をマスタ・ファイルと照合する統制

活動があらかじめプログラムされていること（正確性）（付録【表２】参照） 

② 全般統制 

・プログラム変更管理体制があること（正当性、正確性） 

・アプリケーション・システムの運用監視体制があること（可用性・維持継続

性） 

監査人は、上記のような内部統制によって確保される、ＩＴのコントロール目

標の達成度を経営者の主張と関連付けることにより、情報システムに関する重要

な虚偽表示リスクの評価を行う。情報システムが、企業のビジネスプロセスで要

求される有効性及び効率性の水準を満たしているか否かは、監査人にとって直接

的に確認する対象ではない。しかし、情報システムが要求水準を満たさない場合

は、情報が適切に利用されず、不正や誤謬が発生する可能性がある。このため監

査人は、企業のＩＴの実際の利用状況についても理解する。上述したＩＴのコン

トロール目標と経営者の主張との関係を図示すると、次の【図２】のとおりとな

る。 
 
【図２】 ＩＴのコントロール目標と経営者の主張との関係 
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３．各ビジネスプロセスとＩＴとの関係の理解 
8．監査人は、重要な虚偽表示リスクの評価を、監査基準委員会報告書第 29 号に示

された手順に従って実施する。情報システムに関して監査人は、まず企業の主要

な取引を理解するとともに、取引と財務諸表、及び各ビジネスプロセスとＩＴと

の関係を理解する。企業がＩＴを利用して財務情報を処理している場合には、監

査人は、情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価を行う。その際に監

査人は、評価の対象として、どの情報システムを選択するかを適切に判断する必

要がある。 
 
４．財務諸表の勘定科目、取引とアプリケーション・システムの関係の理解 
9．監査人は、財務諸表の重要な勘定科目が、どのような取引、企業のビジネスプ

ロセス及びアプリケーション・システムと関連しているかについて理解する。【図

３】は、販売取引における売上と入金のビジネスプロセス、ファンクション（働

内

部
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制

の
目

的 

事業経営の有効性と効率性を高めること 

企業の財務報告の信頼性を確保すること 

事業経営に係る法規の遵守を促すこと 

（資産の保全）＊ 
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き）及び会計データとの関連を、一つの例として図式化したものである。企業の

各ビジネスプロセスはファンクション（働き）ごとに細分化され、そのファンク

ション（働き）に基づいてシステム化される場合が多い。例えば、販売取引の売

上プロセスは、受注や出荷等のファンクション（働き）に分類され、必要に応じ

てシステム化される。監査人は、財務諸表の勘定科目と取引、ビジネスプロセス

及びアプリケーション・システムとの関係を理解するに当たって、必ずしもこの

ような図を作成する必要はないが、主要な取引等について、どの会計データがど

のアプリケーション・システムに依存しているのかを理解する。また、監査人は、

そのアプリケーション・システムが手作業によるものかＩＴを利用しているもの

かを識別し、重要な勘定科目に関する財務情報の信頼性を確保することに関連す

る内部統制を理解する。 

 

10．監査人は、理解した関係が実際に存在することを確かめるため、ウォークスル

ーを実施する。例えば、【図３】のケースで実施するウォークスルーとしては、

販売管理システムの出荷データと売掛金管理システムの請求データとを照合す

ることがあげられる。 
 
【図３】販売取引におけるビジネスプロセス、ファンクション（働き）及び会計データとの関連（例

示：売上と入金） 
 

 
 

財務諸表 

会計システム 

ファンクション 
(働き) 

ビジネスプロセス 

アプリケーション

・システム 

連携するシステム 物流･在庫 
システム 

販売管理システム 売掛金管理システム 

現金 

売上 監査対象 
(勘定科目) 売掛金

未請求
消費税

売掛金
請求済

雑損 ＰＬ 

ＢＳ 

出荷 請求 回収 受注 入金 
差額調整

受注 
モジュール 

売上 
モジュール 

売掛金請求

モジュール 
売掛金回収 
モジュール 

売掛金回収

モジュール 

売上プロセス 入金プロセス 
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５．統制環境の理解 
11．監査人は、情報システムに関するＩＴの概括的理解に加えて、次の統制環境を

十分に理解し、監査計画を策定する。 

(1) 経営者の関心、考え方及び理念 

経営者の関心、考え方及び理念は、企業の構成員の内部統制に対する意識に影

響を与える。情報システムに対する投資、情報システムの信頼性及びセキュリテ

ィに関する経営者の意識や認識もこれに含まれる。経営者の意識は、後述する全

般統制の基本的なものの一つである。 

(2) 知的資産 

情報システムは、手作業を単に機械に置き換える情報システムから、知的資産

（無形資産）としての情報の信頼性を支える情報システムに変化しつつあり、経

営者は自ら、知的資産の管理責任者として管理すべき情報を明確にし、その資産

を保全するためのセキュリティを確保するとともにその方針をセキュリティポ

リシーとして社内に周知する必要がある。したがって、監査人は、経営者が情報

を管理すべき知的資産として認識しているか及びその情報に対するセキュリテ

ィの認識とリスク評価の過程に留意する。 

(3) 経営者の管理すべき範囲（スコープ） 

ＥＤＩ（電子データ交換）やインターネットを利用した企業間取引など、他社

と連携するビジネス形態においては、他社の出力データが自社の入力データとな

ることや、逆に、自社の出力データが他社の入力データとなることがある。した

がって、監査人は、他社の情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの程度が、

自社のビジネスに影響を及ぼす可能性があり、また、自社の情報システムが、他

社に影響する場合もあることを経営者が認識しているかに留意する。また、監査

人は、経営者が、その管理すべき範囲を認識しているか、またその範囲の設定が

適切であるかに留意する。 

(4) ネットワークの利用 

インターネットによる電子商取引のようにネットワークを利用する環境にお

いては、企業外部の顧客等が、企業内部の基幹システムで使用するデータを入力

することがある。このように、企業の構成員とは異なる価値観や倫理観を持つ人

間が、企業の情報システムに重要な影響を与える場合がある。したがって、監査

人は、企業の情報システムが、企業外部の様々な人間によって影響を受ける可能

性について、経営者が認識しているかに留意する。 

(5) 法令等への準拠性 

法令等への準拠性については、その全てが財務諸表監査に直接関係するもので

はない。しかし、法令等への準拠性は、電子商取引のビジネスモデルの特許問題

や個人情報の保護、及びソフトウェアの不正使用などに関する訴訟の可能性、ま

た、多国間のインターネット取引に関する課税問題など、企業の財務諸表に影響

を与える可能性がある。したがって、監査人は、これらの法律問題に対して、経

営者が注意を払っているかに留意する。 

(6) ＩＴの発達に伴う社会の基本的なインフラの変化 

ＩＴの発達に伴う社会の基本的なインフラの変化は、企業が保有する情報シス

テムを陳腐化させる可能性がある。したがって、監査人は、経営者が必要な情報

システム投資を行わないこと、又は必要以上に高いコストを情報システムに払う

ことなどにより、企業のビジネス自体の継続性に問題が生じたりすることのない

ように、経営者がＩＴの動向に注意を払っているかに留意する。 

(7) 外部委託のサービスレベル 

外部委託のサービスレベルは、相手先との契約上の合意によって決まる。した
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がって、監査人は、外部委託に関する契約内容について、経営者が注意を払って

いるかに留意する。 

(8) ＩＴに関する教育 

監査人は、ＩＴ担当者がその企業の情報システムに関して十分な知識や経験等

を有しているか、また、新しい情報システムの導入時には、ＩＴ担当者のみなら

ずＩＴのユーザ（利用者）に対しても適切な教育を行う必要があることに経営者

が注意を払っているか、情報システムの維持・継続に十分な人員を確保している

かに留意する。 
 
６．財務報告目的の情報システム（関連する業務プロセスを含む）と伝達の理解 
12．企業は、情報の信頼性を確保するために、ＩＴのコントロール目標を具体的に

設定する。監査人は、企業の経営者が適切な判断を行うために必要な信頼性の確

保された情報を入手できるように情報システムを設計していることを確かめる。

例えば、滞留在庫や不良品、滞留売掛金など企業にとって不利な情報が、内部統

制責任者に適時に正しく報告されているか否かは、監査人にとって重要な検討事

項である。また、ＩＴの発達は、知的資産としての情報の共有を可能にしている。

現在、企業は、ＩＴの利用により文書情報の共有が可能であるため、顧客のクレ

ーム情報や各部署の成功事例についても、企業のデータベースとして共有し、有

効に活用することができる。このため、企業がこれらの情報を収集する情報シス

テムを有しているか否かは、企業の情報システムと伝達に対する経営者の姿勢を

監査人が判断する際の材料になり、また、その情報システムの有無が財務諸表監

査に影響を与える場合があることに留意する。 

 

７．統制活動の理解 
(1) 全般統制の理解 

13．全般統制は、主要な取引、勘定残高及び開示並びにそれらに関するほとんど

の経営者の主張に関係している。この全般統制は、取引、勘定残高及び開示に

おける情報の信頼性を確保すること、及び業務処理統制の継続的な運用を確実

にすることを間接的に支援するものである。監査人が全般統制を理解するに当

たっては、その統制活動の対象となっている範囲に留意する。 

企業が大型汎用コンピュータを中心とするホスト系システムを利用してい

る場合、全般統制は、主にソフトウェアの開発、変更、運用及び保守というプ

ログラムに関する統制活動を対象としている。一方、業務処理統制は、主にア

プリケーション・システムでのデータの処理に関する統制活動を対象としてい

る。このような場合、アプリケーションの共通基盤としての全般統制は、例え

ば情報システム部といったＩＴに関する専門部署が担当していることが多い

ため、全般統制を容易に識別することができる。 

しかし、企業がクライアント・サーバシステムを利用している場合は、全般

統制は情報システム部のみが担当するだけでなく、アプリケーションごとに担

当が異なっている可能性がある。この場合、全般統制と業務処理統制との区別

が明確にできない恐れがあるため、監査人は、企業の実態を十分検討の上、全

般統制の適用範囲を識別することになる。 

企業がＷｅｂアプリケーションを利用している場合などにおいては、プログ

ラムとデータが一体となってネットワーク上で伝達されているため、監査人は、

個々のアプリケーション・システムに対する、開発、変更、運用及び保守とい

った全般統制だけではなく、ネットワーク全体の運用・管理まで一体とした統

制活動としての全般統制を理解する。 
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また、最近のネットワーク技術の進展に伴い、境界のない接続環境が実現さ

れているため、その企業の支配力が直接及ばない範囲までをも管理の対象とし

て考慮する必要が生じてきている。例えば、ＥＤＩ（電子データ交換）やイン

ターネットを通じて、企業外部からデータが入力され、出力される環境におい

ては、従来、企業が管理できていたハードウェアやソフトウェアも、他の企業

や個人の支配下にあることになるため、監査人は、企業外における全般統制の

適用状況について、直接的ないし間接的に把握する必要がある可能性がある。 

このように監査人は、企業を取り巻くＩＴの変化を斟酌し、企業内外のネッ

トワーク環境への対応なども加えた情報システムに関する統制活動を対象と

して全般統制を理解することとなる。 

 

(2) 全般統制の例示と評価上の留意点 

14．全般統制は、情報システムの企画から実際の運用に至る様々な段階に関係し

ており、その主なものとしては以下の 15 項から 18 項のものがあげられる。 

 

15．情報システムに関する企画・開発・調達業務の統制活動 

情報システムに関する企画・開発・調達業務では、監査人は、情報システム

の新規開発やパッケージソフトの導入、並びに情報システムの運用・管理のた

めの内部統制が整備されているかについて検討する。企業が、情報システムに

適切な内部統制を組み込むためには、企画・開発・調達段階で組み込むべき内

部統制の内容を検討する必要がある。企業が情報システムに関する企画・開

発・調達の過程を適切に管理していない場合には、完成した情報システムの信

頼性が期待できないことがある。このように、情報システムに関する企画・開

発・調達は、他の内部統制の整備状況に影響を与える。特に、ユーザ部門の参

画による十分なテストの実施・検収や、適切なプログラム等の移行・変更管理

は、情報システムの信頼性に影響を与える。 

 

16．情報システムに関する運用業務の統制活動 

監査人は、企業が適切なデータを適切なプログラムで処理し、信頼できる処

理結果を得るための内部統制を整備しているかを検討する。この内部統制には、

例えば、次の事項が含まれる。 

・オペレータによる手動又は自動実行ツールによるプログラム等の運用手順 

・プログラムによる処理結果の確認手続 

・実行スケジュール管理 

・エラーが発生した場合の再処理の方法を含めた対応手順 

・適切なプログラムの使用のためのライブラリ管理 

 

17．セキュリティに関する統制活動 

監査人は、企業がデータ、ソフトウェア、ハードウェア及び関連設備等の不

正使用、改竄、破壊等を防止するために、アクセス管理や自然災害等への対策

のための内部統制を整備していることを確かめる。この内部統制には、アクセ

ス管理用のソフトウェアを導入し、ＩＤとパスワードの組合せをプログラムで

チェックするような論理的なものだけでなく、コンピュータルームへの入室を

制限して、ハードウェアの物理的な破壊や盗難を防止するような対策も含まれ

る。企業は、このセキュリティに関する方針を、情報システムの企画・開発・

調達段階においても検討し、文書化することが必要である。 
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18．外部委託の統制活動 

企業が、情報システムの開発業務や運用業務等を外部に委託している場合に

は、監査人は、企業が委託業務を管理するための内部統制を整備していること

を確かめる。すなわち、監査人は、企業による委託先の選定基準、成果物等の

検収体制、委託先の内部統制を理解し、自社の内部統制に与える影響等を評価

する。また、企業がその製品の物流・保管を外部の業者に委託している場合の

ように、企業の基幹業務の一部を委託先が担っている場合には、委託先のシス

テム障害が、企業の業務の運営に支障をきたす可能性がある。したがって、監

査人は、企業と委託先との間で合意されているサービスレベルに留意する。 

 

(3) 業務処理統制の理解 

19．監査人が、企業の財務報告の信頼性を確保することに関連する業務処理統制

を理解するに当たっては、情報システムに関連する統制活動を次のように分類

する。 

・アプリケーション・システムに組み込まれた統制活動（自動化された統制活

動） 

・人とＩＴが一体となって機能する統制活動 

業務処理統制を理解するために、監査人は、企業の各ビジネスプロセスの内

容を理解するとともに、ＩＴのコントロール目標と経営者の主張を関連付けな

がら、統制活動と監視活動の整備状況を理解する。なお、アプリケーション・

システムは、ビジネスプロセスごとに作成されることが多いため、監査人は、

各企業の実態に応じてアプリケーション・システムを分析する。 

業務処理統制に関するウォークスルーでは、業務プロセスにおいて適用され

ている活動が、手作業によるものであれ、IT を利用したものであれ、一体とし

て実施されていることを理解し、検証することに留意する。 

 

(4) 業務処理統制の評価指針の例示 

20．アプリケーション・システムは、企業のビジネスプロセスを支え、会計に関

連する情報及びデータを提供するＩＴである。その会計データとファンクショ

ン（働き）に関する業務処理統制を評価するための指針として、例えば、次の

ＩＴのコントロール目標が挙げられる。＜付録表１参照＞ 

① 会計データの網羅性 

・会計データが漏れなく、重複なく記録され、残高更新され、未決済及びエラ

ーとなった会計データは、期間内に全て適切に処理されていること 

② 会計データの正確性 

・会計データは、正確に適時に適切な勘定に記録されていること 

・エラーとなった会計データは、期間内に全て適切に処理されていること 

③ 会計データの正当性 

・会計データは、当該企業に財務的影響を及ぼす取引その他の事象を表し、か

つ当該企業に承認されたものだけが入力され、処理されていること 

・適切な職務権限に応じて、アクセス権限が設定され、適切な担当者により処

理されていること 

④ ファイルの維持継続性 

・マスタ・ファイルは、常に最新の状態に保たれ、正しく維持及び継続されて

いること 

・異なるＩＴ間で利用される分散マスタ・ファイル間の整合性が保たれている

こと 
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(5) 業務処理統制の検証手続の例示 

21．購買システムのうち、検収業務の監査上のリスクについて、業務処理統制及

びその検証手続を例示すると以下のようになる。 

 

 

監査上の

リスク 
ＩＴのコントロー

ル目標 
業務処理統制 業務処理統制の検証手続 

検収入力ができるの

は、システムに登録され

た発注取引に対してだ

けである 

・システムに登録されていない発

注番号の入力ができないことを

確認する 
・分納や数量違いの場合の処理ロ

ジックの妥当性を確認する 
・完納済みの発注番号は検収入力

ができないことを確認する 

発注して

いない物

品が検収

される 

会計データの

正当性 

「検収違算報告書」が

出力され、発注データと

検収データのチェック

ができる 

・「検収違算報告書」の作成ロジ

ックの妥当性を確認する 

検収画面にエディット・

バリデーション・チェック

が組み込まれている 

・組み込まれているエディット・

バリデーション・チェックの妥

当性を確認する 

検収デー

タが正確

に入力さ

れない 

会計データの

正確性 

「入力プルーフ・リスト」

が作成される 
・「入力プルーフ・リスト」のロ

ジックの妥当性を確認する 
発注入力、検収入力を

行える者が限定されて

いる 

・入力可能なデータ項目が、業務

担当者の職務権限に対応した

範囲に限定されていることを

確認する 
・パスワード等の登録、変更の手

続をレビューする 

購買取引

が適切に

記録 、又

は仕訳さ

れない 

会計データの

正当性/正確性 

検収入力時に仕入計

上され、システムにより

自動仕訳される 

・システム上、検収入力時に仕入

計上されることを確認する 
・自動仕訳パターンの妥当性を確

認する 
・自動仕訳パターンの登録、変更

の手続をレビューする 

（注）エディット・バリデーション・チェック；入力内容が入力を予定している内容と一致している

かどうかをチェックする機能。 

 

(6) リスク評価手続に係る実施計画の策定 

22．監査人は、業務処理統制と全般統制について、例えば以下のような情報シス

テムに関するリスク評価手続の実施を検討する。 

企業が重要な会計データを、会計システム以外の業務アプリケーション・シ

ステムによって作成している場合は、通常、監査人が利用する経営者の主張の
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裏付けとなる統制活動は、その業務アプリケーション・システムに組み込まれ

ているため、監査人は、会計システムに加え、そのアプリケーション・システ

ムに関連する業務処理統制及び全般統制のデザイン及び業務への適用状況を

評価し、重要な虚偽表示リスクを識別する必要がある。具体的な評価手続とし

て、監査人は、システム担当者への質問やフローチャート等の作成により、統

制活動の設定状況を理解する。また、監査人は、企業が実際に統制活動を実施

している現場の観察や、文書による証拠などを検討する。さらに、監査人は、

ＩＴを利用しているユーザ部門における実施状況を検討することにより、企業

が設定している統制活動が実際に業務に適用されていることを確かめる。 

なお、ＩＴを利用した統制活動が手作業による統制活動により補完されてい

る場合には、監査人は、重要な虚偽表示リスクを識別するため、ＩＴを利用し

た統制活動と手作業による統制活動の両方を総合的に評価する。内部統制の目

的は、ひとつの統制活動で達成できるものではなく、いくつかの統制活動で補

完されて達成される。したがって、監査人は、情報システムに関する統制活動

の弱点を発見した際には、その弱点を補完する統制活動の有無を調査し検討す

る。 
 
８．監視活動の理解 
23．企業がＩＴを利用して財務諸表を作成している場合には、経営者は、日常反復

的な作業をＩＴを利用した統制活動に依拠し、例外的事項に対してのみ日常的に

監視活動を実施することにより、内部統制の有効性を効率的に確かめることがで

きる。これら例外的事項の動向を定期的に又は随時に査閲し、適時な監視活動体

制を確保するために、内部監査が必要となる。したがって、監査人は、企業の日

常的な監視活動体制と、内部統制責任者や内部監査などによる定期的な又は随時

の監視活動が、有効に機能しているか否かに留意する。また、監査人は、企業が

ＩＴの設計段階で、あらかじめ監視すべき項目を設定していなければ、必要なデ

ータを入手できないことや、情報システムが、単に各ビジネスプロセスに従って

処理を実行しているだけでなく、経営者の監視活動に必要なデータが入手できる

ようにデザインされているか否かに留意する。 

なお、監視活動のレベルの向上は、企業の内部統制の質を向上させ、情報シ

ステムに関する重要な虚偽表示リスクを軽減させるとともに、監査人による監

査の効率性を高めることになる。 
 
Ⅳ 重要な虚偽表示リスクの評価 
１．情報システムに関するリスク評価における重要性の判断 
24．監査人は、情報システムに関するリスク評価における重要性の判断においては、

金額な面のみだけではなく、質的な面、及び当該リスクが企業に与えるその他の

潜在的な影響の大きさなども勘案する。 例えば、ＩＤとパスワードの管理であ

っても、販売アプリケーション・システムの場合、アプリケーション・システム

全体の管理者の管理は、売掛金等の特定のデータへのアクセス権を持つ担当者の

管理よりも重要である。 

 

２．全般統制に不備があった場合の留意点 
25．全般統制に不備がある場合には、関連するすべての取引、勘定残高及び開示並

びにそれらに関する経営者の主張に影響を及ぼすことに留意する必要がある。全

般統制は、業務処理統制が有効に機能する環境を支えるものであることから、た

とえ業務処理統制が有効に機能するように整備されていたとしても、その継続的
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な運用を保証する全般統制に重要な不備があれば、情報システムの内部統制は有

効に機能せず、重要な虚偽表示リスクが高まることとなる。例えば、アプリケー

ション・システムに適切な業務処理統制が組み込まれていても、全般統制として

の運用状況が信頼できない場合には、当該業務処理統制の有効性が崩れてしまう

ため、そのままでは情報システムの内部統制に依拠できなくなる可能性がある。

この場合に、監査人は、関連する取引、勘定残高及び開示並びにそれらに関する

経営者の主張ごとの重要な虚偽表示リスクを評価する追加的リスク評価手続、運

用テストの必要性及び実施する手続の内容、範囲等を検討し、何らかの追加的リ

スク評価手続、運用テストの実施が財務報告の信頼性の確保に寄与すると判断し

たときは、その手続を実施することになる。例えば、不備がある全般統制に関連

する業務処理統制の運用テストの範囲を拡大し、また、評価の頻度を増やす等の

対応が必要になる。 

 

３．業務処理統制に不備があった場合の留意点 
26．業務処理統制のうち、自動化された統制活動に不備がある場合に、監査人は、

そのアプリケーション・システムにおいて同様の誤りが繰り返されている可能性

があることに留意する。 

一方、業務処理統制のうち、人とＩＴが一体となって機能する統制活動に不備

がある場合に、監査人は、その不備の内容が、人に関する部分から生じているも

のなのか、それともＩＴに関する部分から生じているものなのかを識別する必要

がある。ＩＴに関する部分から生じている場合には、監査人は、自動化された統

制活動の不備と同様、同じ種類の誤りが繰り返されている可能性に留意する。人

に関する部分から生じている場合には、監査人は、一般的な手作業による内部統

制に不備がある場合と同様の点に留意する。 
 
４．リスク評価の修正 
27．監査人は、情報システムに関するリスク評価手続を実施し、内部統制に関係す

るＩＴのコントロール目標の達成度を確かめる。企業の情報システムに関するリ

スク評価において、内部統制が有効に運用されていると想定していたにもかかわ

らず、運用テストの実施により監査期間中に内部統制が適時に有効に運用されて

いないという監査証拠を入手することもある、この様な場合、監査人はリスク評

価を修正し、立案した監査手続を変更する。例えば、ある自動化された統制活動

が有効に機能していなかった場合、監査人はこれに代わる他の自動化された統制

活動の有無を確かめその有効性を評価する監査手続を立案するか、あるいはこの

自動化された統制活動に依拠せず実証手続の範囲の拡大を立案することがある。 

 

Ⅴ 経営者及び監査役等とのコミュニケーション 
28．情報システムに関する内部統制に重大な欠陥がある場合には、監査人は企業の

経営者及び監査役等に当該欠陥を報告し、改善を求める。 
 
Ⅵ 評価したリスクに対応する手続の実施 

29．監査人は、評価したリスクに対応する監査手続（リスク対応手続）、具体的に

は運用テストと実証手続を実施しなければならない。 

監査人は、監査対象期間における業務処理統制の運用の有効性に関する十分な

心証を得るために、原則として関連する全般統制の運用テストを実施するが、業

務処理統制の運用テストの範囲を拡大する、あるいは評価の頻度を増やすことに

より十分な心証を得る場合もある。 



 

 - 14 - 

 

30．監査人は、IT について以下の手続を実施して監査意見を形成するに足る合理

的な基礎を得るための監査証拠を入手する。 

(1) 監査人が必要と判断した場合に実施する経営者の主張ごとの重要な虚偽の

表示を防止又は発見・是正する統制が有効に運用されているかについて評価す

る手続（運用テスト） 

(2) 経営者の主張ごとの重要な虚偽の表示を発見するために実施する実証手続

（取引、勘定残高及び開示に対する詳細テストと分析的実証手続） 

監査人は、以下の第 31 項から第 36 項で示されている IT を利用した監査手

続を実施する。単独または組み合わせて実施されるこれらの監査手続は、監査

人が実施する目的により運用テスト又は実証手続となる。 

(3) ロール・フォワード手続 

自動化された業務処理統制に関しては、IT による処理に一貫性があるため、

業務処理統制の業務への適用に関する監査証拠は、全般統制（特に、変更に関

する内部統制）の運用の有効性に関する監査証拠と組み合わせることにより、

監査対象期間における業務処理統制の運用の有効性に関する監査証拠を提供

する（監査基準委員会報告書第 30 号 31 項）。 

監査人は、前回、運用の有効性を確かめた時から変更された内部統制に依拠

する場合、当年度の監査で内部統制の運用の有効性を確かめなければならない

（監査基準委員会報告書第 30 号 39 項前段）。 

全般統制の整備、運用状況を評価し、重要な変更がないことが確認出来る場

合には、過年度に実施した自動化された統制活動に継続して依拠することがで

きる。 

 

１．記録や文書の査閲 
31．システムの運用記録、障害報告のレビューを行い、記録の網羅性についての統

制のデザインを評価し、記録された障害報告の確認を行い、当期に発生した重大

障害の把握、その対応の正確性を検討し、虚偽記載の発生の可能性を確認する。

また、システム設計書等のレビューを行い、会計方針、法務要件、業務要件に合

致したシステムが作成されていることを確認することも有効な手続である。 

IT については、システム要件、設計の確認を行うことによって実証テストをか

ねることができるケースが存在することに留意する。また、障害対応については、

監査の目的から障害を未然に防ぐ統制より、会計記録の正確性により重点がおか

れることになる。対象としては、システム全般統制に関するドキュメントの査閲、

電子データを利用した総勘定元帳、補助元帳、各種証憑書類等との突合の実施が

考えられる。 

 

２．観察／システム運用現場視察 
32．IT システムの運用、管理現場の視察を行い、システム運用、変更に関する統

制についての把握、テストを行う。観察は主に、リスク評価手続で利用されるが、

IT については、リスク評価手続を通して、運用のテストをかねることができるケ

ースが存在する。 

 

３．質問／ヒアリング 
33．過年度の監査において、自動化された内部統制が意図したように運用されてい

たことを確かめている場合、監査人は、その自動化された内部統制について、運

用の継続的な有効性に影響する変更の有無に関する監査証拠を経営者への質問
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及びどの内部統制が変更されたかを示す記録の閲覧により入手する。（監査基準

委員会報告書第 31 号 30 項～34 項例示） 

質問は、すべての対象に対して有効であるが、証明力の弱い手続であるため、

自動化された統制につき、過年度の監査結果に依拠する場合は、質問による確認

のみならず、変更記録の保管状況を検討する必要がある。 

 

４．再計算／CAAT 
34．IT を利用する場合、監査人は、企業から電子ファイルを入手するとともに、

計算方法（ロジック）を入手し、まず計算方法（ロジック）自体の検証を行う。

その後監査人は、企業のシステムとは別のシステムにより計算を行い、計算結果

の比較を行う。検証対象としては、減価償却、外貨換算等の計算、売上高の合計

転記などの集計計算が該当する。 

 

５．再実施／CAAT 
35．IT を利用する場合としては、自動化された統制に対して、入力時の統制につ

いての再実施、記録された電子情報間の整合性を確認する IT を利用した照合手

続の再実施が考えられる。入力統制の検証にあたっては、本番環境へのテストデ

ータの投入は、会社の情報システムに多大に影響を与えることが考えられるため、

慎重に行う必要がある。なお、本番環境へのテストデータの投入に代え、ＤＤＬ

（データ・ダウン・ロード）技法を行うことがある。検証対象としては、システ

ムアクセス統制、自動化される統制で行われる入力時のマスターチェック、限界

値のチェックなどの各種入力統制及びシステム間のデータ連携についての照合、

財務諸表の組替、名寄処理の再実施等が該当する。 

 

６．分析的手続 
36．IT を利用することにより、分析的手続として、手作業で実施するより大量デ

ータを利用した詳細な分析・検討を行うことが可能となる。対象としては、たな

卸資産の回転期間分析、売掛金の年齢調べ、製品別原価率の算定等が該当する。 

 

 

Ⅶ 監査調書 
37．監査人は実施した手続及びその結果、結果に至る過程につき明瞭に監査調書に

記載しなければならない。 

 

Ⅷ ＩＴの専門家の利用 
38．監査人は、監査計画の策定及び監査の実施に際して、ＩＴの利用状況及びＩＴ

が内部統制に及ぼす影響の評価について、専門家の業務を利用するか否かの判断

を行う必要がある。監査人は、専門家の業務を利用する場合には、その専門家が、

単にＩＴの知識のみではなく、情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評

価について必要な知識を有しているかなど、専門家としての能力、客観性を検討

する。 

監査人は、監査の目的を達成するために、対象となる情報システムの範囲及び

監査人が想定するリスクをＩＴの専門家と具体的かつ十分に協議する必要があ

る。監査人は、その業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であることを確か

め、その内容を自らが行うリスク評価に適切に結びつけなければならない。 

専門家としての能力、客観性の評価、専門家との協議内容及び業務の結果につ
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いての監査人の判断は、監査調書に適切に記載しなければならない。 

 

Ⅸ アウトソーシングの位置づけ 
39．ＩＴに関わる様々な業務については、これを自社で行わず、外部業者へ委託（ア

ウトソーシング）しているケースが非常に多い。情報システムの開発局面だけで

なく、日々の運用に際して例えばデータセンター、ＡＳＰ（Application service 

provider）と言われる外部の業者に多くの部分を委託することも一般的なことと

なりつつある。このような状況の下では、情報システムに関する重要な虚偽表示

リスクの評価を行うにあたって、被監査会社だけでなく委託先もその対象に加え

る必要がある。この場合に監査人は、委託先に対する監査手続の実施可能性につ

き留意する。 

 

Ⅹ 発効及び適用 
40．本報告書は、平成 年 月 日に発効し、平成 18 年４月１日以後開始する事

業年度に係る監査から適用する。ただし同日前に開始する事業年度に係る監査か

ら本報告書を適用することを妨げない。なお、早期適用するに当たっては、監査

基準委員会報告書第 27 号「監査計画」、同第 28 号「監査リスク」、同第 29 号「企

業とその環境の理解及び重要な虚偽表示リスクの評価」、同第 30 号「評価したリ

スクに対応する監査人の手続」及び同第 31 号「監査証拠」を同時に適用するこ

ととする。 
 

以  上 
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〔付録〕 

【表１】ＩＴのコントロール目標と監査要点との関係の例示（販売取引サイクルの一

部） 

ＩＴの 

コントロール目標 

会計データの 

網羅性 

会計データの 

正確性 

会計データの 

正当性 

ファイルの 

維持継続性 

具体的なＩＴの 

コントロール目標 

売上取引が漏れな

く、重複なく記録さ

れ、残高更新され、未

決済及びエラーとな

った売上取引は期間

内に全て適切に処理

されていること。 

売上取引は、正確に

適時に適切な勘定に

記録されていること。 

エラーとなった売上取

引は期間内に全て適

切に処理されているこ

と。 

売上取引は、実際に

生じた経済事象を表

し、かつ、当該企業に

関連するものであり、

承認されたものだけ

が入力され、処理され

ていること。 

コンピュータに入力さ

れ、処理されたすべ

ての売上取引が、販

売管理システム及び

会計システムに正確

に更新されているこ

と。 

統制活動の例 

コンピュータに入力さ

れた出荷指図書の連

番管理。 

売上データが出荷さ

れた出荷指図書ごと

に作成され、販売管

理システムから会計シ

ステムにバッチで転

送される際に、数量と

金額の件数と合計の

突合が行われる。 

コンピュータに入力さ

れた出荷指図書の数

量又は単価が、一定

の範囲を超えるとエラ

ーになる。 

コンピュータ入力時

に、得意先及び価格

についてマスタ・ファ

イルとの存在チェック

が行われる。 

コンピュータへの入力

時に、得意先、価格

及び与信限度につい

て、マスタ・ファイルと

の存在チェックが行わ

れる。 

与信限度を超えた取

引は上司の承認入力

が必要となる。 

販売管理システムの

売上取引の合計額と

会計システムの売上

高は、システム上で照

合されている。 

実在性  ◎ ◎ ◎ 

網羅性 ◎   ◎ 

権利と義務の帰

属 
    

評価の妥当性   ◎  

期間配分の 

適切性 
   ◎ 

監 

査 

要 

点 

表示の妥当性     

  
 


